
今後の大気・水環境行政における事業者
の自主的取組のあり方について(報告案)

【概要版】

令和６年１月８日（水）
川崎市環境審議会大気や水などの環境保全部会

資料３



環境審議会への諮問の背景
川崎市大気・水環境計画に掲げる事業者の自主的な取組の更なる促進に向けて、条例など各種制度の見直しを行うため、令和
６年５月に川崎市環境審議会へ諮問を行い、大気や水などの環境保全部会で審議を行ってきた。

川崎市大気・水環境計画（計画期間：令和４〜12年度）
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諮問文

基本施策Ⅰ 安全で良好な環境を保全する【基盤となる取組】

１ 大気や水などの環境保全
 大気・水環境に係る事業所等の監視・指導、モニタリングの実施

（立入調査、許可申請・届出など）
 苦情相談及び緊急時等への対応
 大気や水などの生活環境保全に係る取組

（水処理センターの高度処理化、河川改修等）

基本施策Ⅱ 安心で快適な環境を共に創る【新たな視点による取組】

１ 環境配慮意識の向上
 水辺の親しみやすさ調査を活用した環境配慮意識の向上など

２ 多様な主体との協働・連携
 市民創発型の地域環境改善に向けた「自分ごと化」の推進など

３ 事業者の自主的な取組の促進
 工場・事業場の自主的取組を促進する取組
 揮発性有機化合物（VOC）等排出削減に向けた取組の推進など

４ 環境影響の未然防止
 新たな知見による光化学スモッグ発生抑制に向けた取組の推進など
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■環境配慮書制度 第30～31条 ■環境負荷低減行動計画書制度 第68～77条
■環境行動事業所制度 第32～39条

事業者の自主的取組に関する条項



【報告案】第１章：川崎市の現状と課題①（１ページ〜 ）

 これまで規制を中心とした対策の推進により、大気や水などの環境は大幅に改善しているが、一部の項目で環境基
準は非達成

 一部の非達成の項目については、大気・水環境計画のリーディングプロジェクトに位置付けるなど、環境基準の達成
をめざして、調査・研究をはじめとする様々な取組を行っている

 大気・水環境計画では、基本施策Ⅰでしっかりと環境負荷を低減させるとともに、基本施策Ⅱで更なる環境負荷低減
と市民実感の向上を図るため、市民・事業者ともに環境配慮に取り組んでいる

取 組 状 況

大 気 水 質

環境基準
の項目

二酸化硫黄
(SO2)

二酸化窒素
(NO2)

浮遊粒子
状物質(SPM)

微小粒子状物
(PM2.5)

光化学オキシダ
ント(Ox)

【河川】
生物化学的酸素
要求量(BOD)

【海域】
化学的酸素要求

量(COD)

達成状況
（R５年度）

測定した全地点で達成
測定した全地
点で非達成

測定した全地
点で達成

沖合部で
非達成

全市
達成年度

S54 H25 H16 H28 ー H22 ー

主な環境基準の達成状況
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【報告案】第２章：環境配慮に取り組む目的・意義①（９ページ〜 ）

事業所が原因の苦情・事故
（過去５年間：H31〜R５）

環境配慮に取り組む必要性
 一つの事業所や市民一人ひとりが地域環境に及ぼす環境

負荷は大きくなくても、トータルで地域環境に影響を与え
てしまうこともある

 ネイチャーポジティブの観点からも、環境配慮について取
り組むことが重要

光化学オキシダント等の生成の仕組み地域環境に対する市民の満足度
 「空気のきれいさ」については約４割、「におい」については約３割が満足していない
 「静かさ」「川・海などの水のきれいさ」は約５割が満足していない

苦情・事故の状況

(令和元年度調査）

原因不明の苦情・事故
（過去５年間：H31〜R５）原因が特定できない苦情も

あり、市民の生活環境の満足
度につなげるには、市内全域
で取り組んでいく必要がある

市内全域で市民や事業者
が、さらなる環境改善の取
組を進めることで、よりよ
い環境が生まれる
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【報告案】第２章：環境配慮に取り組む目的・意義②（９ページ〜 ）
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【事例１】スナイプバレー合同会社との共同研究

【事例２】大学対校！ゴミ拾い甲子園in川崎市

市民の環境配慮意識向上に向けた取組（NbSを活用）事業者の自主的取組

市民実感（満足度）の向上

東扇島東公園人工海浜で、生
物とプラスチックごみの潜水
調査を実施して、結果をイベ
ントや出前講座等を通じて市
民に周知

ゴミ拾い甲子園に参加し、ご
みの分類調査を実施

「事業者」と「市民」が両輪となり環境配慮の取組を推進
生活環境（大気・水環境）が良好

事業所の環境分野における自主管理への取組支援

環境行動事業所は、ISO14001を認定要件にしているため、
主に大規模事業所が対象

環境保全に係る自主管理ができる事業所を増加させる
自然環境フィールドを活用
した環境配慮意識向上の
取組

事業者の自主的取組を通した環境配慮意識の浸透
既存の制度は、主に南部に集中している大規模事業
所を対象として実施

環境配慮に取り組む事業所を市内全域へ拡大する

現 状

現 状

川崎市大気・水環境計画
【基本施策の方向性Ⅱ】

安心で快適な環境を共に創る
基本施策Ⅱ-１ 環境配慮意識の向上 基本施策Ⅱ-３ 事業者の自主的な取組の促進
基本施策Ⅱ-２ 多様な主体との協働・連携 基本施策Ⅱ-４ 環境影響の未然防止



【報告案】第３章：事業者の自主的取組の現状①（17ページ〜 ）

各制度の概要
■環境配慮書制度（従業員50人以上等の事業所に提出義務）
・指定事業所の設置又は変更など、環境負荷が大きい取組の際、どのような
環境配慮を行うか市へ報告する制度

・指定施設の設置又は変更の許可申請時に提出
・記述式（最大５１項目）

■環境行動事業所制度（要件みたせば全事業所申請可能）
・事業所の環境管理・監査の体制を確立している事業所を評価する制度
・ISO14001の認証取得等要件をみたした事業所（最大３年間）
・認定事業所 32事業所
・市公害防止条例の変更許可申請、一部届出が免除
・市ホームページでリストを公表

各制度の課題
・市へ提出する書類に記載する項目が多い
（温暖化防止や廃棄物関係など他制度の取組と重複）

・算出方法、入力作業が複雑
・ISO14001の報告内容と重複

市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成１２年度施行）

（環境負荷低減行動事業所等へのアンケートより）

対象一覧

●…環境負荷低減行動事業所
（52事業所）⇒南部に集中

指定事業所2,800事業所
（令和５年度末現在）

■環境負荷低減行動計画書制度（一定規模の事業所に提出義務）
・自らの責任において環境への負荷を低減するため、中長期的行動計
画を作成し、環境への負荷の低減を図る制度

・計画期間は５年間 ・選択・採点方式（最大293項目）
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一定規模
の事業所

（52事業所）

対象外

対象外

従業員50人未満の事業所
（2,800事業所）

従業員50人以上
等の事業所

（326事業所）

環境負荷低減行
動計画書

環境配慮書

事業所数
(R5末)

提出義務
（設置・許可申請時）

任 意提出義務



【報告案】第３章：事業者の自主的取組の現状②（17ページ〜 ）

国の動き
2024年3月「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」策定（環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）

ネイチャーポジティブ経営＝自然資本の保全の概念を重要課題として位置づけた経営

 大企業の５割はネイチャーポジティブ経営に
 ネイチャーポジティブ宣言の団体数を１，０００団体に
⇒ 中小企業、自治体、ＮＧＯ団体含め宣言が発出されることで、取組機運の維持、市場確保に繋げる

【移行後の絵姿（2030年）】

中小規模の事業所の取組状況
■対象事業所
①、②の事業所から438事業所を抽出し実施
①中規模の事業所 260事業所

（環境行動事業所14事業所を除く）

②小規模の事業所で製造業の事業所 178事業所
製造業1,527事業所のうち条例施行日（平成12年12月）

以降に届出のあった事業所

■回答数 133事業所/438事業所（回収率 30.4％）
[内訳：①８１事業所 ②５２事業所]

(中小規模の事業所へのアンケートより）
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一定規模
の事業所

（52事業所）

対象外

従業員50人未満の事業所
（2,800事業所）

従業員50人以上
等の事業所

（326事業所）

アンケート 対 象
①260事業

製造業を対象
② 1,527事業所

事業所数
(R5末)



【報告案】第３章：事業者の自主的取組の現状③（17ページ〜 ）
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【設問１】環境配慮や負荷低減の取組の有無
中小規模の事業所への環境配慮に関するアンケート結果

水質事故を起こさない
よう排水の適正な管理の
実施

エコドライブ、エコ通勤の
実施

環境配慮の性能の高い
装置の導入

騒音や振動を出さない
よう、防音や防振対策の
実施

行っている 91％

行っていないが、今後取り組
む意思がある ４％

行っていない
5％

(事業所数)121０

48

51

57

82

83

73

70

64

39

38

行っている
行っていない大気汚染物質や粉じん、

悪臭が発生しないよう施
設の適正な管理や作業方
法の改善

5
6
6

39
39

53
65

102

0 20 40 60 80 100 120

得られる事業所のメリット

地域貢献につながるかといった情報

市からの指針等の提示や要請

地域の大気や水環境の課題

取引業者からの要望・要請

わからない

その他

特に必要ない

【設問２】さらに環境配慮に取り組むきっかけ・動機（複数選択可）

【設問３】どのような情報・仕組みが必要か（複数選択可）

5
6
8

40
75
80
84

0 20 40 60 80 100

環境配慮に係る具体的な取組方法

環境配慮に係る市の支援制度

他事業所・他業種の取組事例

市からの指針等の提示や要請

わからない

特に必要ない

その他

【具体的な取組】（複数選択可）



中小規模の事業所は環境配慮への取組意欲も高いことがわかったことから、さらに環境配慮の
取組を浸透させるしくみや支援制度を整えることにより、さらなる環境改善が見込まれる

【報告案】第３章：事業者の自主的取組の現状④（17ページ〜 ）

 アンケートに回答した事業所の中では、環境配慮の取組を行っている事業所が多い
 きっかけ・動機があれば、さらに環境への配慮や負荷の低減に取り組もうと考えている事業所

が多い
 地域貢献につながる取組や地域の課題の情報を必要とするなど地域を意識している事業所が

多い
 取組方法や取組事例などの情報や支援制度などが必要と考えている事業所が多い

中小規模の事業所への環境配慮に関するアンケート結果まとめ

事業所の環境配慮の取組を市内全域へ拡げていく

中小規模の事業所が意識している「地域課題の情報」やすでに取り組まれている「先進事例」を行
政が情報発信し、同規模の事業所に横展開することで取組の拡大が期待できる

既に環境配慮に取り組んでいる事業所の取組を、地域へ「見える化」するしくみを構築すること
で、事業所のモチベーションを高め、より環境配慮への取組を促進させる効果が期待できる
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【報告案】第４章：事業者の自主的取組のあり方に係る考え方①（26ページ〜 ）

（１）環境配慮の取組を拡げるためのしくみづくり

 環境配慮に頑張って取り組んでいることを自ら宣
言した事業所へ、取組を公表する場（しくみ）を提供
し、業種別組合などにも協力をいただきながら、他
事業所へ取組内容を横展開

 環境配慮に取り組んでいる事業所を支援するしく
みを検討

 様式については、今回見直しを行った環境配慮書を
活用するなど、事業所の負担が少なく、取り組みや
すい工夫が必要

・環境配慮に取り組んでいる事業所の取組を他事業所へ横展開
・小規模の事業所も無理なく環境配慮の取組を実践できるよう条例以外のアプローチで推進

【ポイント１】環境配慮を深め拡げる取組

提案する取組

取組の考え方

事業者の自主的取組のあり方

事業者の自主的取組のあり方を検討する上で
ポイントとなる３つの取組

【ポイント１】環境配慮を深め拡げる取組
【ポイント２】地域の特性・課題を踏まえた取組
【ポイント３】事業者の負担を減らす取組
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【報告案】第４章：事業者の自主的取組のあり方に係る考え方②（26ページ〜 ）

 経済型支援・伴走型支援（環境行動事業所申請のサポート）・広報型支援（環境行動事業所の広報や販路拡大）・連
携型支援（他制度との連携）など、中小規模の事業所も含めた指定事業所を応援する機会・支援策を拡大してい
くことが必要

 制度を事業所へ活用してもらえるよう、普及・啓発をしっかり行うことが必要

（２）事業所の自主管理をさらに促進させるしくみづくり

中小規模の事業所も環境行動事業所に認定できるしくみを検討するとともに、環境行動事業所の
制度の充実を図る

【ポイント１】環境配慮を深め拡げる取組

提案する取組

取組の考え方

 中小規模の事業所も申請できる認定要件（案）
①ISO14001取得（国際管理規格）
②エコアクション21取得（環境省作成）
③川崎市版EMS提出（環境負荷低減行動計画書様式）

【③を加えた理由】
 費用的に①②の取得が困難な事業所も申請可能
 川崎市独自のEMSである環境負荷低減行動計画書制度を

活用
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■環境行動事業所の認定要件

■環境行動事業所の制度の充実



 事業者へ地域の課題等を積極的に情報発信
 本市を南部(臨海部)・中部(内陸部)・北部(丘陵部)の３つに分類し、地域の特性・課題を踏まえて、事業者の自主的

取組を推進
 大気の環境については、移流の影響もあり、発生源が必ずしも高濃度地域になるとは限らないなどのメカニズムに

ついても丁寧に説明
 地域の課題に見合った環境負荷の低減に向けた、区別ごとの環境データなどの情報発信を検討

【報告案】第４章：事業者の自主的取組のあり方に係る考え方③（29ページ〜 ）
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（１）事業者へ地域課題の積極的な情報提供

地 域 地域の特性・課題から特に配慮が必要な項目

南 部
（臨海部）

・大気汚染 ・悪臭 ・水質汚濁 ・自動車排出ガス
・化学物質

中 部
（内陸部） ・大気汚染 ・悪臭 ・水質汚濁 ・騒音・振動

北 部
（丘陵部） ・大気汚染 ・悪臭 ・水質汚濁 ・土壌汚染

提案する取組

取組の考え方

地域特性・課題の情報発信とそれを踏まえた環境配慮の取組を推進する

【ポイント２】地域の特性・課題を踏まえた取組の推進



 他制度との報告事項のすみ分けを実施することで、環境配慮項目の内容を整理し、市への重複した報告を省くな
ど、事業者の負担を軽減

 温暖化対策部署や廃棄物対策部署とは行政内部でしっかり連携し、負担軽減により個々に報告されなくなった必
要な事項については情報を共有することで、適切な事業者対応を図る

 環境配慮項目は、典型７公害をもとに川崎市の状況に基づいて設定

【報告案】第４章：事業者の自主的取組のあり方に係る考え方④（31ページ〜 ）
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【ポイント３】事業者の負担を減らす取組

（１）他制度との重複の整理

提案する取組 事業所からの報告内容について、他制度等との重複の整理を行う

取組の考え方

環境配慮項目

【現 状】
①大気汚染 ②水質汚濁 ③化学物質
④自動車公害 ⑤地球温暖化
⑥省資源・省エネ ⑦オゾン層 ⑧廃棄物
⑨組織体制 ⑩騒音・振動 ⑪その他

【見直し後】
①大気汚染 ②悪臭 ③水質汚濁
④化学物質 ⑤自動車排出ガス
⑥騒音・振動 ⑦土壌汚染 ⑧その他



【報告案】第４章：事業者の自主的取組のあり方に係る考え方⑤（31ページ〜 ）
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【ポイント３】事業者の負担を減らす取組

（２）環境配慮書の見直し

提案する取組

取組の考え方

事業所が環境配慮に、より取り組みやすくなるよう様式等の見直しを行う
【見直し後】
 記述式からチェック式へ（最大４０項目程度）
 「日常管理」など配慮分類の明確化
 他制度との重複項目の見直し
 地域別に特に配慮が必要な項目を設定

【現 状】記述式（環境配慮項目：最大５１項目）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 他条例との重複を整理し、内容を見直すことで、事業所の負担を軽減
 チェック式にすることで環境配慮の取組状況を、毎年数値化して検証



【報告案】第４章：事業者の自主的取組のあり方に係る考え方⑥（31ページ〜 ）
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【ポイント３】事業者の負担を減らす取組

（３）環境負荷低減行動計画書の見直し

提案する取組

取組の考え方

環境マネジメントシステム（EMS）に継続して取り組むことができる環境の整備とさらなる浸透

 様式については、他条例との重複を整理し、内容を見直すことで、事業所の負担を軽減
 ISO14001を取得している事業所は、公害関係の届出が一部免除になる環境行動事業所へ

誘導するなど、伴走型支援を行うことで事業所の負担を軽減
 提出が任意となっている事業所へのEMSのさらなる浸透のため、環境行動事業所制度と連携

した制度設計を検討

取組の評価基準

 環境配慮書については、年度ごとに「日常管理」の項目について取組状況をグラフ
等で公表 ⇒項目ごとに５段階価を行うなどわかりやすく提示

 環境配慮に取り組んでいる事業者であることを自ら宣言できる制度を創設し、積極
的に公表していくことで、事業所を支援

 環境配慮書を提出した事業所を対象に定期的にアンケートを実施
⇒環境配慮に対する意識調査

 環境行動事業所 現在３２事業所 ⇒ ７０事業所へ増
 環境配慮の取組の成果は、大気・水環境計画の目標の達成状況から総合的に判断



■環境配慮への取組について
 今回のアンケートでも判明した、既に環境配慮に取り組んでいる事業所が、さらに環境配慮の取組を推進

できるよう、後押しとなる施策を展開することが必要
 今回のアンケートに回答いただけなかった事業所やこれまで環境配慮に取り組めていない事業所に、どの

ようにアプローチしていくかが重要
 環境配慮の取組が進んでいない事業所には、条例以外のアプローチで、日常管理のなかでどのような取組

を取り入れたらいいかなどの情報を届けるなど、環境配慮の取組を拡げていくことが必要
 地域の特性・課題や環境データを情報発信することも必要
 環境配慮に取り組む事業所を後押しする支援策など、事業所がモチベーション高く取り組むことができる

施策を検討するとともに、成果指標などを用いて、取り組んだ結果を「見える化」するなどの工夫が必要
 環境配慮の項目を時流に合った内容に改善するなど、定期的に必要な見直しを行っていくことが望ましい
■行政側の姿勢について
 事業所が環境配慮の取組を取り入れるに際し、困っていること、わからないことなどについて、定期的に説

明会等を開催するなどして、日常的にサポートしていくことが必要
 事業者の負担軽減のため、他の環境分野の部署へ重複して報告している内容については一定程度整理す

るよう提言しているが、取組が縦割りにならないよう、連携して環境配慮に取り組んでいくことが必要
■まとめ
 「事業者」と「市民」の取組が両輪となって環境配慮の取組を推進し、「だれもが、健全で良好な大気や水な

どの環境を育み、将来にわたり安心して快適に暮らせるまちの実現」をめざしていくことが望ましい

【報告案】第５章：今後の方向性（37ページ）
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